
内
閣
衆
質
一
五
一
第
八
三
号

平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

綿

貫

民

輔

殿

衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
要
管
理
債
権
の
定
義
変
更
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
三
年
六
月
二
十
六
日
受
領

答

弁

第

八

三

号



衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
要
管
理
債
権
の
定
義
変
更
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

金
融
機
能
の
再
生
の
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
年
金
融
再
生
委
員
会
規
則
第
二
号
）
第
四
条

第
四
項
は
、
要
管
理
債
権
と
は
、
三
月
以
上
延
滞
債
権
及
び
貸
出
条
件
緩
和
債
権
を
い
う
旨
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
貸

出
条
件
緩
和
債
権
と
は
、
経
済
的
困
難
に
陥
っ
た
債
務
者
の
再
建
又
は
支
援
を
図
り
、
当
該
債
権
の
回
収
を
促
進
す
る
こ
と

等
を
目
的
に
、
債
務
者
に
有
利
な
一
定
の
譲
歩
を
与
え
る
約
定
条
件
の
改
定
等
を
行
っ
た
貸
出
債
権
を
い
う
と
し
て
い
る
。

株
式
会
社
東
京
三
菱
銀
行
は
、
平
成
十
三
年
三
月
末
の
要
管
理
債
権
が
急
増
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
債
務
者
の
業
況
悪
化

の
ほ
か
、
貸
出
条
件
緩
和
債
権
の
認
定
基
準
に
関
す
る
運
用
強
化
に
よ
る
も
の
と
説
明
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
取
扱
い
の

変
更
は
、
同
項
に
お
け
る
貸
出
条
件
緩
和
債
権
の
認
定
を
同
項
の
規
定
に
適
合
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
承
知
し
て
い

る
。各

銀
行
に
お
い
て
も
、
債
務
者
と
の
取
引
実
態
を
踏
ま
え
て
貸
出
条
件
緩
和
債
権
の
認
定
を
行
っ
て
お
り
、
金
融
庁
に
お

い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
認
定
の
是
非
を
含
め
、
資
産
の
査
定
が
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
検
査
及
び
監
督

を
通
じ
て
確
認
し
、
必
要
に
応
じ
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
所
存
で
あ
る
。


